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別紙Ｌ０３「蔵置料計算処理について」 

１．蔵置料計算処理 

システムにより蔵置料計算を行う保税蔵置場の場合は、以下の蔵置料計算処理を行う。 

（１）計算対象項目 

（Ａ）一般貨物保管料 

記号 説   明 

Ａ 基本料金（Ａ） 

Ｂ 基本料金（Ｂ） 

Ｃ 経過料金（Ｃ） 

Ｄ 割増料金（Ｄ） 

Ｖ 従価保管料金（Ｖ） 

 

（Ｂ）特殊保管施設割増使用料 

記号 説   明 

ＳＰＣ 特殊保管施設割増使用料 

 

（Ｃ）貨物取扱料 

記号 説        明 

Ａ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｂ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｃ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｄ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｅ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｆ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｇ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｈ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｉ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 

Ｊ 
内容点検、改装・仕分け、輸入検査等に係わる作業料 

※［重量区分は、各保税蔵置場の設定による］ 
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記号 説        明 

Ｋ 貴重品の検品室使用料・検品立会手数料 

Ｌ 犬の飼育管理料 

Ｍ ドライアイス詰替料 

Ｎ 滅却手数料 

Ｏ 旅具等貨物検査場到着確認手数料 

Ｐ 輸入蔵置場施設使用料 

Ｑ イグルー・パレット解体料、消毒作業料 

Ｒ 横持運搬料 

Ｓ 特別作業料（動物飼料、ドライアイス代、特殊機材使用料等） 

Ｔ 各種申請手数料 

Ｕ 時間外搬出手数料 

Ｘ 転送料 

Ｙ１ その他の取扱料金１ 

Ｙ２ その他の取扱料金２ 

Ｙ３ その他の取扱料金３ 

Ｙ４ その他の取扱料金４ 

Ｙ５ その他の取扱料金５ 

ＳＰ ＳＰ貨物料金・ＳＰ貨物割増料金 

 

（２）端数処理 

①貨物１個の重量に１キログラム未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算する。 

ただし、１個の重量が１キログラム未満の貨物は、１個１キログラムとして計算する。 

②請求金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げて計算する。 
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（３）保管料の起算日、計算開始日、計算終了日 

以下の起算日により対象期間を算出する。 

なお、スプリット貨物の場合は便単位に計算し、その合計料金とする。 

項番 貨物の種類 起算日 計算開始日 計算終了日 

１ 一般貨物（ＡＷＢ） 

ＰＫＧ業務で搬入

確認 

ＡＷＢ情報による到着年月

日 
同左 搬出年月日 

ＢＩＮ業務で搬入

確認 

ＢＩＮ業務による搬入年月

日 
同左 搬出年月日 

２ 
混載仕分けされた貨物 

（ＨＡＷＢ） 

ＭＡＷＢが蔵置中

の場合 
ＭＡＷＢ情報による起算日 同左 搬出年月日 

ＭＡＷＢが運送中

の場合（同一許可

内運送を除く） 

ＨＰＫ業務実施年月日 同左 搬出年月日 

３ 

システム内からの貨物 
ＢＩＮ業務で搬入

確認 

ＢＩＮ業務による搬入年月

日 
同左 搬出年月日 

システム国内空港間保税

運送貨物 

ＰＫＧ業務で搬入

確認 

ＰＫＧ業務による搬入年月

日 
同左 搬出年月日 

搬入後混載仕分け

された貨物 

ＭＡＷＢ貨物のＢＩＮ業務

またはＰＫＧ業務による搬

入年月日 

同左 搬出年月日 

運送中混載仕分け

された貨物 
ＨＰＫ業務実施年月日 同左 搬出年月日 

同一許可内運送貨物 

ＢＩＮ業務で搬入

確認 

発送場所で登録された起算

日 
同左 搬出年月日 

運送中または搬入

後混載仕分けされ

た貨物 

ＭＡＷＢ情報による起算日 同左 搬出年月日 

４ システム外からの貨物 
ＯＩＮ業務による搬入年月

日 
同左 搬出年月日 

５ 改装・仕分け親貨物 

最初の仕分け親貨

物 
項番１、２、３、４の起算日 同左 

改装仕分けされ

た日 

第ｎ次仕分け親貨

物 

項番１、２、３、４の起算日 

スプリット貨物の場合は、第

１便 

改装仕分けさ

れてできた日

の翌日 

改装仕分けされ

た日 

６ 改装・仕分けの仕分け子貨物 

項番１、２、３、４の起算日 

スプリット貨物の場合は、第

１便 

改装仕分けさ

れてできた日

の翌日 

搬出年月日 

（４）特殊保管施設割増使用料計算 

以下の条件で特殊保管施設割増使用料を計算する。 

①対象期間は起算日から搬出年月日までとする。 

②特殊貨物対象ロケーションに変更があった場合は、変更年月日以降より計算し、変更前の料金との

合計料金とする。 
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（５）取扱手数料計算 

輸入貨物情報ＤＢ及び入力情報により取扱手数料料金を計算する。 

 

２．蔵置料関連設定項目 

蔵置料計算は、以下の項目を保税蔵置場単位に設定し計算対象項目とする。 

（１）保管料 

（Ａ）一般貨物保管料 

（ａ）無料期間      Ｘ日間及び無料保管期間終了日の翌日のＹ時前まで無料保管期間とする旨 

（ｂ）有料期間 

①基本料金（Ａ）  Ｘ日間 

②基本料金（Ｂ）  Ｘ日間 

③経過料金（Ｃ）  Ｘ日間 

④割増料金（Ｄ） 

⑤従価保管料金（Ｖ） 

（Ｂ）特殊保管施設割増使用料（ＳＰＣ） 

（２）貨物取扱料 

①蔵置場内作業料（内容点検、改装・仕分、輸入検査等に係わる作業料）（Ａ～Ｊ） 

②貴重品の検品室使用料・検品立会手数料（Ｋ） 

③犬の飼育管理料（Ｌ） 

④ドライアイス詰替料（Ｍ） 

⑤滅却手数料（Ｎ） 

⑥旅具等貨物検査場到着確認手数料（Ｏ） 

⑦輸入蔵置場施設利用料（Ｐ） 

⑧イグルー・パレット解体料、消毒作業料（Ｑ） 

⑨横持運搬料（Ｒ） 

⑩特別作業料（動物飼料、ドライアイス代・特殊機材使用料等）（Ｓ） 

⑪各種申請手数料（Ｔ） 

⑫時間外搬出手数料（Ｕ） 

⑬転送料（Ｘ） 

⑭その他の取扱料金（Ｙ１～Ｙ５） 

⑮ＳＰ貨物料金・ＳＰ貨物割増料金（ＳＰ） 
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３．各項目の設定 

（１）一般貨物保管料 

項番 料金項目 料金算出条件 

１ 無料保管期間 （１）無料保管期間は選択制とし、適用しないことも可能とする 

（２）到着年月日の翌日からのＸ日間を設定（ゼロ日間の設定も可能） 

（３）無料保管期間終了日の翌日のＹ時前までを無料保管期間とする設定（到着年月

日の翌日Ｙ時から無料保管期間とする設定、ゼロ時の設定も可能） 

（４）無料保管期間内の土曜日、日曜日、祝日（振替休日及び国民の休日含む）、年

末年始（１２／２９～１／３）をそれぞれ無料保管期間から除く個別の設定も

可能 

（５）無料保管期間を適用としたが、無料保管日数及び無料保管時間をゼロで設定し

た場合は、到着年月日の翌日から基本料金（Ａ）が適用され、また、土曜日、

日曜日、祝日、年末年始の延長は適用されない 
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項番 料金項目 料金算出条件 

２ 基本料金（Ａ） （１）無料保管期間経過後のＸ日以内を設定 

（２）基本料金（Ａ）期間内であれば、何日目に搬出されても保管料は同一とする 

（３）「ロケーション情報登録（ＬＯＡ）」業務により、従価保管料率適用の旨が登録

されている貨物の場合は、当該料金は計算しない 

（４）Ａ、Ｂパターンどちらかを必ず選択 

＜Ａパターン＞ 

１個の重量区分毎に単価を設定 

１個当たりの重量（小数点以下切り捨て）が 

Ａ ａＫｇ以内        ＠ａ円 

Ｂ ａＫｇ超 ～ ｂＫｇ以内 ＠ｂ円 

Ｃ ｂＫｇ超 ～ ｃＫｇ以内 ＠ｃ円 

Ｄ ｃＫｇ超 ～ ｄＫｇ以内 ＠ｄ円 

Ｅ ｄＫｇ超 ～ ｅＫｇ以内 ＠ｅ円 

Ｆ ｅＫｇ超 ～ ｆＫｇ以内 ＠ｆ円 

Ｇ ｆＫｇ超 ～ ｇＫｇ以内 ＠ｇ円 

Ｈ ｇＫｇ超 ～ ｈＫｇ以内 ＠ｈ円 

Ｉ ｈＫｇ超 ～ ｉＫｇ以内 ＠ｉ円 

Ｊ ｉＫｇを超える場合はｘＫｇまたはその端数毎に＠ｊ円（重量超過時単

価）を＠ｉ円に加算 

＜Ｂパターン＞ 

１件の重量につきｙＫｇ当たりの単価＠ｙ円を設定 

（５）１件の最低料金を設定することが可能 

～計算例～ 

＜Ａパターン＞ 

１個につき、 

１００Ｋｇ以内      ：１００円 

１００Ｋｇ～１１０Ｋｇ以内：１５０円 

１１０Ｋｇ超の場合は１０Ｋｇ毎に２０円を加算 

と設定した場合における、５個、７００Ｋｇの貨物の基本料金（Ａ） 

（１）１個の重量を計算する。 

７００Ｋｇ／５個 ＝ １４０Ｋｇ 

（２）１１０Ｋｇを超えているので加算額を計算する。 

１４０Ｋｇ－１１０Ｋｇ＝３０Ｋｇ 

３０Ｋｇ／１０Ｋｇ＝３ 

３×２０円＝６０円（加算額） 

よって１個の料金は、１５０円＋６０円＝２１０円となる。 

（３）個数は５個なので、この貨物に対する基本料金（Ａ）は、 

５個×２１０円＝１０５０円となる。 

＜Ｂパターン＞ 

１件、３Ｋｇ当たりの単価を１００円と設定した場合における、 

７個、５００Ｋｇの貨物の基本料金（Ａ） 

（１）１件の料金を計算する。 

５００Ｋｇ×１００円＝５００００ 

５００００円／３＝１６６６６．６６・・⇒１６６６７円となる。 

  



L03-7 

項番 料金項目 料金算出条件 

３ 基本料金（Ｂ） （１）基本料金（Ａ）経過後Ｘ日以内を設定 

（２）ＬＯＡ業務により、従価保管料率適用の旨が登録されている貨物の場合は、当

該料金は計算しない 

（３）Ａ、Ｂパターンどちらかを必ず選択 

＜Ａパターン＞ 

１個、１日、ｘＫｇ毎の単価＠ｘ円を設定 

なお、１個当たりの重量（小数点以下切り捨て）を計算し、端数がある場合はｘ

Ｋｇ単位に切り上げる 

＜Ｂパターン＞ 

１件、１日、ｙＫｇ当たりの単価＠ｙ円を設定 

なお、１件単位の最低料金＠ｙ円を設定することが可能 

～計算例～ 

＜Ａパターン＞ 

１個、１日、１００Ｋｇ毎の単価を１００円と設定した場合における、 

３個、１０００Ｋｇの貨物を、基本料金（Ｂ）期間の２日間蔵置した際の基本料金（Ｂ） 

（１）１個の重量を計算する。 

１０００Ｋｇ／３個＝３３３．３Ｋｇ⇒３３３Ｋｇ 

（２）１個、１日の料金を計算する。 

３３３Ｋｇ／１００Ｋｇ＝３．３⇒４ 

４×１００円＝４００円 

（３）全部で３個あり、２日間蔵置しているので、この貨物に係る基本料金（Ｂ）は、 

３個×４００円×２日＝２４００円となる。 

＜Ｂパターン＞ 

１件、１日、３００Ｋｇ当たりの単価を１００円と設定した場合における、 

５個、１０００Ｋｇの貨物を、基本料金（Ｂ）期間の３日間蔵置した際の基本料金（Ｂ） 

（１）１日の料金を計算する。 

１０００Ｋｇ×１００円＝１０００００ 

１０００００円／３００＝３３３．３３・・⇒３３４円 

（２）３日間蔵置しているので、この貨物に係る基本料金（Ｂ）は、 

３３４円×３日＝１００２円となる。 
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項番 料金項目 料金算出条件 

４ 経過料金（Ｃ） （１）経過料金は、選択制とし適用しないことも可能 

（２）基本料金（Ｂ）経過後Ｘ日以内を設定 

（３）１個、１日、ｘＫｇ毎の単価＠ｘ円を設定 

なお、１個当たりの重量（小数点以下切り捨て）を計算し、端数がある場合は

ｘＫｇ単位に切り上げる 

（４）１件単位に引取促進費＠ｙ円の加算を可能とする 

（５）ＬＯＡ業務により、従価保管料率適用の旨が登録されている貨物の場合は、当

該料金は計算しない 

～計算例～ 

１個、１日、１００Ｋｇ毎の単価を１００円、引取促進費を５０円と設定した場合における、 

３個、１０００Ｋｇの貨物を、経過料金期間（Ｃ）の２日間蔵置した際の経過料金（Ｃ） 

（１）１個の重量を計算する。 

１０００Ｋｇ／３個＝３３３．３Ｋｇ⇒３３３Ｋｇ 

（２）１個、１日の料金を計算する。 

３３３Ｋｇ／１００Ｋｇ＝３．３⇒４ 

４×１００円＝４００円 

（３）全部で３個あり、２日間蔵置しているので、この貨物に係わる経過料金（Ｃ）は、 

３個×４００円×２日＋５０円＝２４５０円となる。 
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項番 料金項目 料金算出条件 

５ 割増料金（Ｄ） （１）経過料金期間経過後または基本料金（Ｂ）経過後の単価を設定 

（２）経過料金の設定がある場合 

１個、１日、ｘＫｇ毎の単価＠ｘ円を設定 

なお、１個当たりの重量（少数点以下切り捨て）を計算し、端数がある場合は

ｘＫｇ単位に切り上げる 

（３）経過料金の設定のない場合 

１件、１日、ｙＫｇ当たりの単価＠ｙ円を設定 

なお、１件単位の最低料金＠ｚ円を設定可能とする 

（４）ＬＯＡ業務により、従価保管料率適用の旨が登録されている貨物の場合は、当

該料金は計算しない 

～計算例～ 

＜経過料金の設定がある場合＞ 

１個、１日、５Ｋｇ毎の単価を８０円と設定した場合における、 

６個、５００Ｋｇの貨物を、割増料金（Ｄ）期間の２日間蔵置した際の割増料金（Ｄ） 

（１）１個の重量を計算する。 

５００Ｋｇ／６個＝８３．３Ｋｇ⇒８３Ｋｇ 

（２）１個、１日の料金を計算する。 

８３Ｋｇ／５Ｋｇ＝１６．６⇒１７ 

１７×８０円＝１３６０円 

（３）全部で６個あり、２日間蔵置しているので、この貨物に係る割増料金（Ｄ）は、６個×１３

６０円×２日＝１６３２０円となる。 

＜経過料金の設定のない場合＞ 

１件、１日、２５Ｋｇ当たりの単価を３００円と設定した場合における、 

７個、１５００Ｋｇの貨物を、割増料金（Ｄ）期間の８日間蔵置した場合の割増料金（Ｄ） 

（１）１日の料金を計算する。 

１５００Ｋｇ×３００円＝４５００００ 

４５００００円／２５＝１８０００円 

（２）８日間蔵置しているので、１８０００円×８日＝１４４０００円となる。 

６ 従価保管料金 

（Ｖ） 

システムに従価保管料率を適用する旨が登録され、かつＬＯＡ業務により、従価保管

料率適用の旨が貨物情報に登録されている場合は、「搬出確認登録（一般）（ＯＵＴ）」

業務または「搬出確認登録（輸入保税蔵置場）（ＥＸＲ）」業務（以下、ＯＵＴ業務等

という。）により入力された金額を出力する 

なお、他の保管料金は計算されない 

 

保税蔵置場単位の保管料の算出に係わる補足説明 

①１個（１ＰＣＳ）当たりの重量を計算して、該当の料率を適用する。 

②１個の重量に１Ｋｇ未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算する。ただし、１個の重量

が１Ｋｇに満たない貨物は、１個の重量を１Ｋｇとして計算する。 

③１件とは１ＡＷＢまたは１ＨＡＷＢを指す。ただし、スプリット貨物の場合は、それぞれの搬入単位

（個数、重量）を１件とする。 

④仕分け子の混載貨物は、仕分け子の各貨物を１件とする。 
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（２）特殊保管施設割増使用料 

項番 料金項目 料金算出条件 

１ 特殊保管施設 

割増使用料 

（ＳＰＣ） 

（１）１保税蔵置場１貨物につき５種類の特殊保管対象コ－ドの登録が可能 

（２）特殊保管対象コードに対して、重量段階別料金（Ａパターン）または１日１個

当たりの単価料金（Ｂパターン）のどちらかを選択 

＜Ａパターン＞ 

１日、１個当たりの重量（小数点以下切り捨て）が 

Ａ ａＫｇ以内        ＠ａ円 

Ｂ ａＫｇ超 ～ ｂＫｇ以内 ＠ｂ円 

Ｃ ｂＫｇ超 ～ ｃＫｇ以内 ＠ｃ円 

Ｄ ｃＫｇ超 ～ ｄＫｇ以内 ＠ｄ円 

Ｅ ｄＫｇ超 ～ ｅＫｇ以内 ＠ｅ円 

Ｆ ｅＫｇ超 ～ ｆＫｇ以内 ＠ｆ円 

Ｇ ｆＫｇ超 ～ ｇＫｇ以内 ＠ｇ円 

Ｈ ｇＫｇ超 ～ ｈＫｇ以内 ＠ｈ円 

Ｉ ｈＫｇ超 ～ ｉＫｇ以内 ＠ｉ円 

Ｊ ｉＫｇを超える場合はｘＫｇまたは 

その端数毎に＠ｊ円（重量超過時単価）を＠ｉ円に加算 

＜Ｂパターン＞ 

１日、１個当たりの単価＠ｙ円を設定 

（３）特殊保管施設割増使用料は、以下の業務のロケーションに特殊保管対象コード

が入力された場合に適用される 

①「貨物確認情報登録（ＰＫＧ）」業務 

②「搬入確認登録（システム対象内保税運送）（ＢＩＮ）」業務 

③「搬入確認登録（システム対象外保税運送）（ＯＩＮ）」業務 

④「混載貨物確認情報登録（ＨＰＫ）」業務 

⑤ＬＯＡ業務 

⑥「貨物取扱確認登録（改装・仕分）（ＣＦＳ）」業務 

＜特殊保管対象コード例＞（コードは任意設定） 

・植物               （ＰＬＱ） 

・動物および畜産物         （ＡＶＩ） 

・鉄砲、刀剣類           （ＡＲＭ） 

・麻薬類              （ＮＲＣ） 

・貴重品              （ＶＡＬ） 

・関税法第６９条の２及び１１該当物品（ＰＯＲ） 

・危険物              （ＲＲＡ） 

・冷蔵品              （ＦＲＣ） 

・冷凍品              （ＦＲＺ） 

・コンテナ             （＊＊＊） 

・パレット             （＊＊＊） 

（４）ＬＯＡ業務により、従価保管料率適用の旨が登録されている貨物の場合は、当

該料金は計算しない 

～計算例～ 

＜Ａパターン＞ 

１個につき、 

２Ｋｇ以内の単価       ：１００円 

２Ｋｇ超～３Ｋｇ以内     ：１２０円 

３Ｋｇ超～４Ｋｇ以内     ：１４０円 

４Ｋｇを超える場合は１０Ｋｇまたはその端数毎に２００円を１４０円に加算 

と設定した場合における、８個、５００ＫｇのＰＬＱ貨物を２日間蔵置した際の特殊保管施設割増

使用料 
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（１）１個当たりの重量を計算する。 

５００Ｋｇ／８個＝６２.５Ｋｇ⇒６２Ｋｇ 

（２）１日、１個当たりの単価を計算する。 

４Ｋｇ以内は、１４０円 

４Ｋｇを超える分（６２Ｋｇ－４Ｋｇ＝５８Ｋｇ）に対する加算額は、 

５８Ｋｇ／１０Ｋｇ＝５．８⇒６×２００円＝１２００円 

１日、１個当たりの単価は、１４０円＋１２００円＝１３４０円となる。 

（３）全部で８個あり、２日間蔵置しているので、この貨物に係る特殊保管施設割増使用料は、 

８個×１３４０円×２日＝２１１４０円となる。 

＜Ｂパターン＞ 

１日、１個当たりの単価を１２０円と設定した場合において、１６個、 

３００ＫｇのＡＶＩ貨物を９日間蔵置した場合の特殊保管施設割増使用料 

（１）全部で１６個あり、９日間蔵置しているので、この貨物に係る特殊保管施設割増使用料は、 

１６個×１２０円×９日＝１７２８０円となる。 

 

保税蔵置場単位の特殊保管施設割増使用料の算出に係わる補足説明 

①一般貨物保管料の無料保管期間であっても、１日ずつそれぞれに計算する。 

②特殊保管対象コードまたは特殊保管対象の個数が変更された場合 

ＬＯＡ業務等で、特殊保管対象コードやその個数が変更された場合、変更された前日までは変更前の特

殊保管対象コード及び個数で特殊保管施設割増使用料を算出し、変更された当日からは変更後の特殊保

管対象コード及び個数で特殊保管施設割増使用料を算出する。なお、請求書情報作成時点ではこれらを

合算し出力する。 
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４．貨物取扱料 

項番 料金項目 料金算出条件 

１ 蔵置場内作業

料（Ａ～Ｊ） 

（内容点検、

改装・仕分、

輸入検査等に

係わる作業

料） 

（１）以下の業務が行われた場合に算出する 

①「貨物取扱登録（内容点検）（ＣＨＮ）」業務 

②「貨物取扱登録（改装・仕分）（ＣＨＳ）」業務 

③「輸出貨物取扱登録（仕分け）（ＡＨＳ）」業務 

④「輸出貨物取扱登録（仕合せ）（ＡＨＴ）」業務 

⑤「搬送指示情報登録（ＰＵＯ）」業務 

ただし、「ＣＲＥＤＩＴ」の指定がされた場合 

⑥「輸入申告（ＩＤＣ）」業務 

ただし、検査貨物搬送指示書を作成した場合 

⑦「審査区分変更検査（運送）指定（ＣＫＯ）」業務 

ただし、検査貨物搬送指示書を作成した場合 

（２）Ａ、Ｂの２パターンの選択が可能 

＜Ａパターン＞ 

①１件、１回につき、重量区分毎の単価を設定 

なお、重量のリミット区分を１０段階までとする（一部のみの設定も可能） 

１件の重量が 

Ａ ａＫｇ以内        ＠ａ円 

Ｂ ａＫｇ超 ～ ｂＫｇ以内 ＠ｂ円 

Ｃ ｂＫｇ超 ～ ｃＫｇ以内 ＠ｃ円 

Ｄ ｃＫｇ超 ～ ｄＫｇ以内 ＠ｄ円 

Ｅ ｄＫｇ超 ～ ｅＫｇ以内 ＠ｅ円 

Ｆ ｅＫｇ超 ～ ｆＫｇ以内 ＠ｆ円 

Ｇ ｆＫｇ超 ～ ｇＫｇ以内 ＠ｇ円 

Ｈ ｇＫｇ超 ～ ｈＫｇ以内 ＠ｈ円 

Ｉ ｈＫｇ超 ～ ｉＫｇ以内 ＠ｉ円 

Ｊ ｉＫｇ超 ～       ＠ｊ円 

②１件、１回につき、取扱業務等が時間外に行われた場合の重量区分毎の割増加算

単価を設定 

１件の重量が 

Ａ ａＫｇ以内        ＠ａ円 

Ｂ ａＫｇ超 ～ ｂＫｇ以内 ＠ｂ円 

Ｃ ｂＫｇ超 ～ ｃＫｇ以内 ＠ｃ円 

Ｄ ｃＫｇ超 ～ ｄＫｇ以内 ＠ｄ円 

Ｅ ｄＫｇ超 ～ ｅＫｇ以内 ＠ｅ円 

Ｆ ｅＫｇ超 ～ ｆＫｇ以内 ＠ｆ円 

Ｇ ｆＫｇ超 ～ ｇＫｇ以内 ＠ｇ円 

Ｈ ｇＫｇ超 ～ ｈＫｇ以内 ＠ｈ円 

Ｉ ｈＫｇ超 ～ ｉＫｇ以内 ＠ｉ円 

Ｊ ｉＫｇ超 ～       ＠ｊ円 

を時間内の単価に加算する 

なお、時間外の割増単価は選択制とし適用しないことも可能 
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＜Ｂパターン＞ 

①１件、１回当たりの単価＠ｘ円を設定 

②時間外作業割増料金について、１件、１回当たりの単価＠ｙ円の設定が可能 

③改装・仕分、内容点検については、その取扱が２時間を超えた場合には、割増料

金の割合（Ｘ％アップ）の設定も可能 

（３）ＯＵＴ業務等及び「貨物取扱手数料変更情報登録（ＨＣＣ）｣業務により１件毎

に回数の増減の登録が可能 

（４）ＳＰ貨物（小口貨物）の場合は、蔵置場内作業料は無料とする 

（５）時間外の割増単価を適用する時間帯については、保税蔵置場毎に平日、土曜日、

日曜日、祝日（振替休日及び国民の休日含む）、年末年始（１２／２９～１／３）

の時間帯をそれぞれ設定可能 

～計算例～ 

＜Ａパターン＞ 

１件につき、 

１００Ｋｇ以内の単価 

： ５８０円（時間外の場合１５０円加算） 

１００Ｋｇ～５００Ｋｇ以内 

：１１６０円（時間外の場合３００円加算） 

５００Ｋｇ～１０００Ｋｇ以内 

：１５８０円（時間外の場合４００円加算） 

１０００Ｋｇを超えるもの 

：２０００円（時間外の場合５００円加算） 

と設定した場合における、 

７個、３００Ｋｇの貨物に対し、時間内に１回、時間外に２回取扱いを行った際の蔵置場内作業料 

（１）３００Ｋｇの貨物なので、１００Ｋｇ超～５００Ｋｇ以内の単価が適用される。 

（２）この貨物に係る蔵置場内作業料は、 

単価×取扱回数＝１１６０円×１回＋（１１６０円＋３００円）×２回 

＝４０８０円となる。 

＜Ｂパターン＞ 

１件、１回当たりの単価を１１００円、時間外割増単価を３００円と設定した場合における、 

７個、３００Ｋｇの貨物に対し、時間内に１回、時間外に２回取扱いを行った際の蔵置場内作業料 

単価×取扱回数＝１１００円×１回 ＋（１１００円＋３００円）×２回 

＝３９００円となる。 

２ 貴重品の検品

室使用料・検

品立会手数料

（Ｋ） 

（１）ＰＵＯ業務により、貴重品検品室使用時間が登録された場合に算出する 

（２）１件、１時間当たりの単価＠ｘ円を設定 

（３）以下の計算式により算出する 

単価×時間数 

（４）以下の業務により時間数の増減が可能 

①ＯＵＴ業務等 

②ＨＣＣ業務 

～計算例～ 

１件、1時間当たりの単価を３０００円と設定した場合における、 

７個、５００Ｋｇの貨物に対し、検品室を２時間使用した際の貴重品の検品室使用料・検品立会手数

料 

単価×時間数＝３０００円×２時間＝６０００円となる。 
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３ 犬の飼育管理

料（Ｌ） 
（１）「貨物取扱登録（特殊貨物）（ＣＨＴ）」業務により犬の飼育の登録がされ、かつ、

当該取扱手数料の対象である旨が登録された貨物について算出する 

（２）１檻、１回当たりの単価＠ｘ円を設定 

（３）以下の計算式により算出する 

単価×取扱回数（ＣＨＴ業務で入力された個数の累積） 

（４）以下の業務により取扱回数の増減が可能 

①ＯＵＴ業務 

②ＥＸＲ業務 

～計算例～ 

１檻、１回当たりの単価を４５０円と設定した場合における、 

１個、４０Ｋｇの貨物に対し、３回取扱いを行った際の犬の飼育管理料 

単価×取扱回数＝４５０円×３回＝１３５０円となる。 

４ ドライアイス

詰替料（Ｍ） 
（１）ＣＨＴ業務によりドライアイス詰替えの登録がされ、かつ、当該取扱手数料の対

象である旨が登録された貨物について算出する 

（２）１回、１個当たりの単価＠ｘ円を設定 

（３）以下の計算式により算出する 

単価×個数（ＣＨＴ業務で入力された個数の累積） 

（４）以下の業務により取扱回数の増減が可能 

①ＯＵＴ業務 

②ＥＸＲ業務 

～計算例～ 

１回、１個当たりの単価を１３０円と設定した場合における、 

７個、５００Ｋｇの貨物に対し、１個のドライアイスの詰替えを２回行った際のドライアイス詰替料 

単価×個数×取扱回数＝１３０円×７×２回＝１８２０円となる。 

５ 滅却手数料

（Ｎ） 

滅却手数料は、ＯＵＴ業務等のアディショナルチャージに入力された金額とする 

６ 旅具等貨物検

査場到着確認

手数料（Ｏ） 

（１）旅具等貨物検査場到着確認手数料は、ＯＵＴ業務等のアディショナルチャージに

入力された回数により算出する 

（２）１件、１回当たりの単価＠ｘ円を設定 

（３）以下の計算式により算出する 

単価×回数 

～計算例～ 

１件、１回当たりの単価を６８０円と設定した場合における、 

７個、５００Ｋｇの貨物に対し、搬出時に回数を２回と入力した際の旅具等貨物検査場到着確認手数

料 

単価×回数＝６８０円×２回＝１３６０円となる。 

７ 輸入蔵置場施

設利用料（Ｐ） 

 

（１）保税蔵置場施設利用料を算出する旨が登録されている保税蔵置場について算出す

る 

（２）保税蔵置場単位に以下の料率を設定 

①基本料金  ：定額料金＠ａ円 

②重量比例料金：ｂＫｇ当りの単価＠ｂ円を設定 

（３）以下の計算式により算出する 

基本料金＋重量×単価 

（４）保税蔵置場単位に次のいずれかの料金上限額の設定が可能 

＜Ａパターン＞ 

①無料保管期間内に搬出される貨物 

ｃＫｇ以下の貨物：料金上限額＠ｃ円 

ｃＫｇ超の貨物 ：ｄＫｇまたはその端数毎に＠ｄ円を加算 
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②無料保管期間以降に搬出される貨物 

ｅＫｇ以下の貨物：料金上限額＠ｅ円 

ｅＫｇ超の貨物 ：ｆＫｇまたはその端数毎に＠ｆ円を加算 

＜Ｂパターン＞ 

①無料保管期間内に搬出される貨物 

１件当たり  ：料金上限額＠ｇ円 

②無料保管期間以降に搬出される貨物 

１件当たり  ：料金上限額＠ｈ円 

＜Ｃパターン＞ 

①１件当たり  ：料金上限額＠ｇ円 

（５）当該手数料は、ＯＵＴ業務等により適用を除外することが可能 

（６）重量をＫｇ単位に切り上げる設定も可能（選択制） 

～計算例～ 

基本料金３２０円、重量比例料金１Ｋｇ当たり９円００銭と設定した場合における、７個、５１０．

１Ｋｇの貨物を、無料保管期間以降に搬出した際の保税蔵置場施設利用料 

（１）重量比例料金を計算する。 

５１０．１Ｋｇ／１Ｋｇ×９．００円 

＝４５９０．９ ⇒ ４５９１円（円未満切り上げ） 

なお、重量をＫｇ単位に切り上げる場合は、小数点以下の端数を切り上げ後、計算を行う。 

（参考）５１０．１ ⇒ ５１１Ｋｇ／１×９．００円 

＝４５９９円（円未満切り上げ） 

（２）このＡＷＢに係る保税蔵置場施設利用料は、 

基本料金＋重量比例料金＝３２０円＋４５９１円 

＝４９１１円となる。 

＜Ａパターン＞ 

上記計算例の貨物について、料金上限額を以下のように設定した場合の保税蔵置場施設利用料 

①無料保管期間内に搬出される貨物 

５００Ｋｇ以下の料金上限額７００円 

５００Ｋｇ超の料金上限額７００円に５００Ｋｇ 

またはその端数毎に５０円を加算 

②無料保管期間以降に搬出される貨物 

５００Ｋｇ以下の料金上限額１２００円 

５００Ｋｇ超の料金上限額１２００円に５００Ｋｇ 

またはその端数毎に８０円を加算 

（１）上記計算例は無料保管期間以降の搬出で、かつ５００Ｋｇ超なので、 

５１０．１／５００Ｋｇ＝１．０２・・・⇒２×８０円＝１６０円 

となる。 

（２）この場合の保税蔵置場施設利用料は、 

１２００円＋１６０円＝１３６０円となる。 

＜Ｂパターン＞ 

上記計算例の貨物について、料金上限額を以下のように設定した場合の保税蔵置場施設利用料 

①無料保管期間内に搬出される貨物 

１件当たりの料金上限額３０００円 

②無料保管期間以降に搬出される貨物 

１件当たりの料金上限額５０００円 

 

この場合の保税蔵置場施設利用料は、無料保管期間以降の搬出で、料金上限以下なので、４９１１

円となる。 
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＜Ｃパターン＞ 

上記計算例の貨物について、料金上限額を以下のように設定した場合の保税蔵置場施設利用料 

１件当たりの料金上限額３０００円 

この場合の保税蔵置場施設利用料は、料金上限以上なので、３０００円となる。 

８ イグルー・パ

レット解体

料、消毒作業

料（Ｑ） 

イグルー・パレット解体料、消毒作業料は、ＯＵＴ業務等のアディショナルチャージに

入力された金額とする 

９ 横持運搬料

（Ｒ） 
（１）横持運搬料を算出する旨が登録されている保税蔵置場について算出する 

（２）ＰＵＯ業務により、保税蔵置場と税関検査場間の運搬の登録がされた場合、算出

する 

なお、保税蔵置場と税関検査場間の運搬以外の運搬はＯＵＴ業務等により登録さ

れた場合、算出する 

（３）重量区分（区分Ａ（1 種類の運搬）のみ設定可能）を適用する場合は、１件、１

回につき、各重量区分（１件の重量）毎に単価を設定 

下線部は重量区分を示す 

１件の重量が 

Ａ ａＫｇ以内        ＠ａ円 

Ｂ ａＫｇ超 ～ ｂＫｇ以内 ＠ｂ円 

Ｃ ｂＫｇ超 ～ ｃＫｇ以内 ＠ｃ円 

Ｄ ｃＫｇ超 ～ ｄＫｇ以内 ＠ｄ円 

Ｅ ｄＫｇ超 ～ ｅＫｇ以内 ＠ｅ円 

Ｆ ｅＫｇ超 ～ ｆＫｇ以内 ＠ｆ円 

Ｇ ｆＫｇ超 ～ ｇＫｇ以内 ＠ｇ円 

Ｈ ｇＫｇ超 ～ ｈＫｇ以内 ＠ｈ円 

Ｉ ｈＫｇ超 ～ ｉＫｇ以内 ＠ｉ円 

Ｊ ｉＫｇを超える場合はｘＫｇまたはその端数毎に＠ｊ円（重量超過時単

価）を＠ｉ円に加算 

または、選択制としてｉＫｇを超える場合の 

単価＠ｊ円を設定 

（４）運搬区分を適用する場合は、次の運送区間区分毎に、１件、１回につき、各重量

区分（１件の重量）毎に単価を設定 

下線部は運搬区分を示す。 

（Ａ）保税蔵置場と税関検査場間の運搬 

１件の重量が 

① ａＫｇ以内        ＠ａ円 

② ａＫｇ超 ～ ｂＫｇ以内 ＠ｂ円 

③ ｂＫｇ超 ～ ｃＫｇ以内 ＠ｃ円 

④ ｃＫｇ超 ～ ｄＫｇ以内 ＠ｄ円 

⑤ ｄＫｇ超 ～ ｅＫｇ以内 ＠ｅ円 

⑥ ｅＫｇ超 ～ ｆＫｇ以内 ＠ｆ円 

⑦ ｆＫｇ超 ～ ｇＫｇ以内 ＠ｇ円 

⑧ ｇＫｇ超 ～ ｈＫｇ以内 ＠ｈ円 

⑨ ｈＫｇ超 ～ ｉＫｇ以内 ＠ｉ円 
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⑩ ｉＫｇを超える場合はｘＫｇまたはその端数毎に＠ｊ円（重量超過時単

価）を＠ｉ円に加算 

または、選択制としてｉＫｇを超える場合の 

単価＠ｊ円を設定（但しＡのみ） 

（Ｂ）貨物地区内保税蔵置場間の運搬 

（Ａ）に同じ 

（Ｃ）保税蔵置場と旅客ターミナルの税関等検査場間の運搬 

（Ａ）に同じ 

（Ｄ）保税蔵置場と動物検疫所間の運搬 

（Ａ）に同じ 

（Ｅ）～（Ｊ）任意の運搬（各保税蔵置場による） 

（Ａ）に同じ 

（５）時間外に行われた場合の割増料金の割合（Ｘ％アップ）を設定する 

なお、割増料金を設定しない場合は０％とする 

（６）保税蔵置場と税関検査場間の運搬がある場合は、ＯＵＴ業務等またはＰＵＯ業務

により行う 

他の運搬手段の場合は、ＯＵＴ業務等による加算のみとなる 

 

～計算例～ 

保税蔵置場と税関検査場間の運搬、１件、１回につき、１件の重量が、 

１００Ｋｇ以内         ： ８４０円 

１００Ｋｇ～５００Ｋｇ以内   ：１６８０円 

５００Ｋｇ～１０００Ｋｇ以内  ：２３９０円 

１０００Ｋｇ～２０００Ｋｇ以内 ：２９８０円 

２０００Ｋｇ超の場合は、１０００Ｋｇ毎に２１０円を加算 

と設定した場合における、７個、５２０Ｋｇの貨物に対し、保税蔵置場と税関検査場間の運搬を１回

行った際の横持運搬料 

この場合の横持運搬料は、５００Ｋｇ～１０００Ｋｇ以内の単価が適用されるため、 

２３９０円×１回＝２３９０円となる 

10 特別作業料

（Ｓ） 

（動物飼料、

ドライアイス

代、特殊機材

使用料等） 

（１）ＣＨＴ業務により、当該手数料の対象となる旨が登録された貨物について算出す

る 

（２）ＣＨＴ業務では、登録された投入量及び単価から、以下の計算式により算出する 

投入量×単価 

（３）ＯＵＴ業務等のアディショナルチャージに入力された金額を出力することも可能

である 

11 各種申請等手

数料（Ｔ） 

各種申請等手数料は、ＯＵＴ業務等のアディショナルチャージに入力された金額とする 

12 時間外搬出手

数料（Ｕ） 
（１）時間外に搬出する貨物１件当たりの単価＠ａ円を設定 

なお、保税蔵置場単位に１件の重量がｘＫｇを超えるものについての別単価＠ｂ

円が設定可能 

（２）深夜に搬出する場合の１件当たりの割増単価＠ｃ円が設定可能（選択制） 

なお、１件の重量がｘＫｇを超えるものについての別単価＠ｄ円が設定可能（選

択制） 

（３）当該手数料の加算をする場合は、ＯＵＴ業務等により行う 

 

 

 



L03-18 

～計算例～ 

１件当たりの単価を８００円、５００Ｋｇ超の場合の別単価を１６００円、 

搬出時間が深夜に行われる場合の割増単価として４００円を加算、 

５００Ｋｇ超の場合、別単価８００円を加算  

と設定した場合における、７個、５２０Ｋｇの貨物を２０時に搬出した際の時間外搬出手数料 

この場合の時間外搬出手数料は、５００Ｋｇ超の深夜以外の単価が適用されるため、１６００円とな

る。 

13 転送料（Ｘ） （１）転送料を算出する旨が登録されている保税蔵置場について算出する 

（２）１件につき、次の重量区分毎の単価設定を可能とする 

①ｘＫｇ以下の貨物 

・１Ｋｇ当たりの単価＠ａ円 

・１件当たりの最低料金＠ｂ円（選択制） 

・１件当たりの上限料金の単価＠ｃ円 

②ｘＫｇ超の貨物 

・１Ｋｇ当たりの単価＠ｄ円 

（３）当料金の算出要否を設定することが可能 

なお、設定されていない場合は、算出しない 

（４）ＯＵＴ業務等により金額の増減が可能 

～計算例～ 

１０００Ｋｇ以下の貨物：１Ｋｇ当たりの単価を７円００銭、 

１件の最低料金を２５０円、 

上限を６０００円 

１０００Ｋｇ超の貨物 ：１Ｋｇ当たりの単価６円００銭 

と設定した場合における、７個、５００Ｋｇの貨物に対する転送料 

この場合の転送料は、１０００Ｋｇ以下の貨物の単価が適用されるので、 

７円００銭×５００Ｋｇ＝３５００円となる。 

14 その他の取扱

料金（Ｙ１～

Ｙ５） 

その他の取扱料金は、ＯＵＴ業務等のアディショナルチャージに入力された金額とする 

15 ＳＰ貨物料

金・ＳＰ貨物

割増料金（Ｓ

Ｐ） 

（１）ロケーションの先頭２桁に「ＳＰ」が入力された貨物の場合、算出する 

（２）システムにＳＰ貨物を算出する保税蔵置場である旨が登録されている場合に算出

する 

（３）１件につき、次の重量区分毎の単価設定が可能 

１件の重量が 

Ａ ａＫｇ以内        ＠ａ円 

Ｂ ａＫｇ超 ～ ｂＫｇ以内 ＠ｂ円 

Ｃ ｂＫｇ超 ～ ｃＫｇ以内 ＠ｃ円 

Ｄ ｃＫｇ超 ～ ｄＫｇ以内 ＠ｄ円 

Ｅ ｄＫｇ超 ～ ｅＫｇ以内 ＠ｅ円 

Ｆ ｅＫｇ超 ～ ｆＫｇ以内 ＠ｆ円 

Ｇ ｆＫｇ超 ～ ｇＫｇ以内 ＠ｇ円 

Ｈ ｇＫｇ超 ～ ｈＫｇ以内 ＠ｈ円 

Ｉ ｈＫｇ超 ～ ｉＫｇ以内 ＠ｉ円 

Ｊ ｉＫｇを超える場合はｘＫｇまたはその端数毎に＠ｊ円（重量超過時単

価）を＠ｉ円に加算 
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（４）ＳＰ貨物に対するＣＨＮ業務、ＡＨＳ業務およびＡＨＴ業務を日曜日または休日

に行った場合の割増料金を算出する。 

保税蔵置場単位に１件、１回当たりの単価＠ｋ円を設定 

 ～計算例～ 

１件につき 

１Ｋｇ以内          ：４５０円 

１Ｋｇ超～３Ｋｇ以内     ：５００円 

３Ｋｇ超～５Ｋｇ以内     ：５５０円 

５Ｋｇ超～１０Ｋｇ以内    ：６００円 

１０Ｋｇ超～１５Ｋｇ以内    ：６５０円 

１５Ｋｇ超～３５Ｋｇ以内    ：７００円 

３５Ｋｇ超の場合は１０Ｋｇ毎に５０円を加算 

なお割増料金を設定しないと設定した場合における、１個、５０Ｋｇの貨物に対するＳＰ貨物料金 

（１）３５Ｋｇまでの単価：７００円 

（２）３５Ｋｇを超えているので加算料金を計算する。 

５０Ｋｇ－３５Ｋｇ＝１５Ｋｇ 

１５Ｋｇ／１０Ｋｇ＝１．５⇒２；２×５０円＝１００円 

（３）この貨物に係るＳＰ貨物料金は、 

７００円＋１００円＝８００円となる。 

 

保税蔵置場単位の貨物取扱料（蔵置場内作業料）の算出に係わる補足説明 

①１件の重量が１Ｋｇに満たない貨物は、１件の重量を１Ｋｇとして計算する。 

②端数処理については、円未満を切り上げる。
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５．保管料の計算対象期間についての説明（有料期間） 

（１）「ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業務または「ＡＷＢ情報訂正（ＣＡＷ）」業務（以下、「ＡＷＢ情

報登録業務」とする。）及び「貨物確認情報登録（ＰＫＧ）」業務で登録された貨物の場合 

（Ａ）空港に到着した貨物の保管料の料金計算起算日は、ＡＷＢ情報登録業務で入力された空港到着年月日

を基点として算出する有料期間開始年月日とする。 

（Ｂ）保管料の終了日は、ＯＵＴ業務等で入力された搬出年月日とする。 

（２）ＵＬＤ収容の他空港向け一括保税運送貨物の場合 

（Ａ）ＵＬＤ収容他空港向け一括保税運送貨物の保管料の料金計算起算日は、ＰＫＧ業務が登録された日を

基点として算出する有料期間開始年月日とする。 

なお、差日数を入力して料金計算起算日を加減算することができる。 

（Ｂ）保管料の終了日は、ＯＵＴ業務等で入力された搬出年月日とする。 

（３）ＢＩＮ業務で登録された貨物の場合 

（Ａ）保管料の料金計算起算日は、ＢＩＮ業務が登録された日を基点として算出する有料期間開始年月日と

する。 

ただし、無料期間適用表示が入力された場合は、搬入年月日を基点として有料期間開始年月日を決定

する。 

（Ｂ）保管料の終了日は、ＯＵＴ業務等で入力された搬出年月日とする。 

（４）ＯＩＮ業務で登録された貨物の場合 

（Ａ）保管料の料金計算起算日は、ＯＩＮ業務で入力された搬入年月日を基点として算出する有料期間開始

年月日とする。ただし、無料期間適用表示が入力された場合は、入力された搬入年月日を基点として

有料期間開始年月日を決定する。 

（Ｂ）保管料の終了日は、ＯＵＴ業務等で入力された搬出年月日とする。 

（５）ＨＰＫ業務で登録された貨物の場合 

（Ａ）ＨＡＷＢの保管料の料金計算起算日は、当該ＨＡＷＢに係るＭＡＷＢの料金計算起算日とする。 

（Ｂ）保管料の終了日は、ＯＵＴ業務等で入力された搬出年月日とする。 
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（６）改装・仕分けされた貨物の場合 

（Ａ）改装・仕分けされた貨物の仕分け親の保管料の料金計算起算日は、前術（１）～（６）と同様に算出

する有料期間開始年月日とする。改装・仕分けされた貨物の仕分け子の保管料の料金計算起算日は、

改装・仕分けの行われた日により有料期間開始年月日をそれぞれ決定する。 

（ａ）無料期間内に改装・仕分けされた場合（図１．１） 

仕分け子の貨物情報には、改装・仕分けの翌日が料金起算日として登録されているが、蔵置料

金計算処理により基本料金Ａの適用開始年月日が有料期間開始年月日として設定される。 

 

 

11/  祝                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月  

                                        

                    

                

 

 

    

                 

 

 

   

 

 

図１．１  無料期間内に改装・仕分けがされた場合 

 

ａ0       ａ1                  ａ2 

開始（11/5）    終了（11/8）             終了（11/17） 

無料期間 基本 

料金(Ａ) 
基本料金(Ｂ) 経過料金 

AM8：00 

▲ 

改装・仕分け 

特殊保管施設割増使用料 貨物Ａ 
貨物Ａ1 

貨物Ａ2 

▲ 

搬入 
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（ｂ）基本料金Ａの適用期間内に改装・仕分けされた場合（図１．２） 

基本料金Ｂの適用開始年月日とする。 

 

 

11/  祝                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月  

                                        

                    

                    

 

 

 

 

図１．２  基本料金（Ａ）の期間内に改装・仕分けがされた場合 

 

（ｃ）基本料金Ｂ，経過料金，割増料金の適用期間内に改装・仕分けされた場合（図１．３） 

改装・仕分の行われた翌日とする。 
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木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月  

                    
                    

                    

                    

 
 
 
 

 

図１．３  基本料金（Ｂ）の期間内に改装・仕分けがされた場合 
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貨物Ａ1 
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改装・仕分け 
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（Ｂ）仕分け親の保管料終了日は、改装・仕分けの行われた日とする。 

①仕分け子の保管料終了日は、ＯＵＴ業務等で入力された搬出年月日とする。 

②改装・仕分けの行われた日がどの料率を適用する期間であるかは、最初の仕分け親の到着年月日を

基点として決定する 

③仕分け親が改装・仕分けにより作成された貨物である場合は、その仕分け親の有料期間開始年月日

と同じように決定される。 

④基本料金（Ａ）の適用期間内に改装・仕分けが行われ、基本料金（Ａ）の適用期間内に搬出されれ

ば、仕分け子の保管料は無料となる。 

（７）ＣＨＳ業務により情報仕分けが行われた場合、仕分け親の保管料金は情報仕分けが処理された便単位に

計算され合算されて請求される。仕分け子については、通常の改装・仕分けの計算と同様である。 

（８）スプリット貨物の場合 

（Ａ）改装・仕分けされていない場合は、到着貨物ごとに（１）～（６）と同様に有料期間を決定する。（図

１．４） 

 

11/  祝                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
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Ａ―１の貨物については、１１月１日から１１月１７日まで（有料期間は１１月５日から１７日まで）、 

Ａ―２の貨物については、１１月３日から１１月１７日まで（有料期間は１１月７日から１７日まで）、 

Ａ―３の貨物については、１１月６日から１１月１７日まで（有料期間は１１月９日から１７日まで）

の期間についてそれぞれ保管料を計算する。 

図１．４  スプリット貨物で改装・仕分けがされていない場合 

 

無料期間 基本料金(Ａ) 基本料金(Ｂ) 経過料金 
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搬入 
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A-2 

AM8：00 
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AM8：00 

基本料金(Ｂ) 経過料金 

▲搬入 

基本料金(Ａ) 基本料金(Ｂ) 

貨物 

A-3 

▲搬入 
▲搬出 
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（Ｂ）改装・仕分けされている場合（図１．５） 

最初の仕分け親については、前述（Ａ）により有料期間を決定する。改装・仕分けにより作成され

た仕分け子貨物について、改装・仕分けの行われた日がどの料率を適用する期間であるかは、最初の

仕分け親の第１到着便の到着年月日を基点として決定する。 
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Ａ―１，Ａ―２，Ａ―３のそれぞれの貨物について、改装・仕分けが行われた日（１１／８）までは図

１．１の場合と同様に保管料を計算し、改装・仕分け以後の貨物（Ｂ―１，Ｂ―２）についてはＡ―１

の貨物の搬入日を基点とした保管料率を適用して保管料を計算する。（Ｂ―１は１１／９～１０のＢ料

金、Ｂ―２は１１／９～１６のＢ料金と１１／１７～１８の経過料金） 

図１．５  スプリット貨物で改装・仕分けがされている場合 

 

６．ＯＵＴ業務等での取扱料等の入力パターンについて 

前述の特殊保管施設割増使用料及び取扱手数料等は、ＯＵＴ業務等の入力時に入力することができる 

（１）蔵置場内作業料（内容点検、改装・仕分、輸入検査等に係わる作業料）（時間内） 

①識別記号・・・・・・ Ａ～Ｊ（重量区分符号を兼ねる） 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③回数 

（２）蔵置場内作業料（内容点検、改装・仕分、輸入検査等に係わる作業料）（時間外） 

①識別記号・・・・・・ Ｗ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③重量区分符号・・・・ Ａ～Ｊ 

④回数 

（３）貴重品の検品室使用料・検品立会手数料 

①識別記号・・・・・・ Ｋ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③時間数 
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（４）犬の飼育管理料 

①識別記号・・・・・・ Ｌ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③回数 

（５）ドライアイス詰替料 

①識別記号・・・・・・ Ｍ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③回数 

（６）滅却手数料 

①識別記号・・・・・・ Ｎ 

②加減算符号・・・・・ ＋ 

③金額 

（７）旅具等貨物検査場到着確認手数料 

①識別記号・・・・・・ Ｏ 

②加減算符号・・・・・ ＋ 

③回数 

（８）輸入蔵置場施設利用料 

①識別記号・・・・・・ Ｐ（施設利用料適用除外） 

（９）イグルー・パレット解体料、消毒作業料 

①識別記号・・・・・・ Ｑ 

②加減算符号・・・・・ ＋ 

③金額 

（10）横持運搬料 

（Ａ）重量区分の場合 

①識別記号・・・・・・ Ｒ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③重量区分・・・・ Ａ～Ｊ 

④回数 

（Ｂ）運搬区分の場合 

①識別記号・・・・・・ Ｒ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③運搬区分・・・・ Ａ～Ｊ 

④回数 

（11）特別作業料（動物飼料、ドライアイス代、特殊機材使用料等） 

①識別記号・・・・・・ Ｓ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③金額 

（12）各種申請手数料 

①識別記号・・・・・・ Ｔ 

②加減算符号・・・・・ ＋ 

③金額 

（13）時間外搬出手数料 

①識別記号・・・・・・ Ｕ 

②加減算符号・・・・・ ＋ 

③金額  
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（14）転送料 

①識別記号・・・・・・ Ｘ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③金額 

（15）その他の取扱料金 

①識別記号・・・・・・ Ｙ１～Ｙ５ 

②その他の識別・・・・ ０１～９９ 

③加減算符号・・・・・ ＋または－ 

④金額（加減算符号が「＋」の場合は７桁以内、「－」の場合は６桁以内で入力） 

（16）特殊保管施設割増使用料 

①識別記号・・・・・・ ＳＰＣ 

②加減算符号・・・・・ ＋または－ 

③金額 

（17）従価保管料金 

①識別記号・・・・・・ Ｖ 

②加減算符号・・・・・ ＋ 

③金額 

 

７．保税蔵置場単位の料金計算による請求書の出力について 

（１）請求書は、１ＡＷＢ（または１ＨＡＷＢ）を１帳票として出力する。 

（２）改装・仕分により作成された貨物を搬出する場合、その搬出が改装・仕分けで作成された仕分け子貨物

のうちで最初の搬出であれば、その時点で仕分け親の請求書も同時に出力する。 

（３）ＰＵＯ業務において、改装仕分・内容点検等の手数料については、ＣＲＥＤＩＴ扱いとした場合に、搬

出処理で作成する請求書の対象となる。 

（４）搬出時刻はＯＵＴ業務等の入力時刻（システム時刻）とする。ただし、ＯＵＴ業務等で搬出時刻が入力

された場合は、その時刻とする。 
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（５）保税蔵置場単位の料金計算による出力請求書のイメージは以下となる。 
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８．特記事項 

保税蔵置場間で貨物を運送した場合の保管料の料金計算について 

（１）保税蔵置場Ｘ（「輸入蔵置料金計算」機能を利用）→保税蔵置場Ｙ（「輸入蔵置料金計算」機能を利用）

の場合 

（Ａ）運送先保税蔵置場（保税蔵置場Ｙ）での保管料の料金計算起算日は搬入された当日が料金計算起算日

となる。 

（Ｂ）運送先保税蔵置場（保税蔵置場Ｙ）に搬入された当日から運送先保税蔵置場（保税蔵置場Ｙ）の料金

体系により蔵置料金計算を行う。 
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上記例における請求書Ｘの保管料は、保税蔵置場Ｘへの搬入日を料金計算起算日とした８日分の金額

となる。 

また、請求書Ｙの保管料は、保税蔵置場Ｙへの搬入日を料金計算起算日とした７日分の金額となる。 

（２）保税蔵置場Ｘ（「輸入蔵置料金計算」機能を利用していない）→保税蔵置場Ｙ（「輸入蔵置料金計算」機

能を利用）の場合 

（Ａ）運送先保税蔵置場（保税蔵置場Ｙ）での保管料の料金計算起算日は搬入された当日が料金計算起算日

となる。 

（Ｂ）運送先保税蔵置場（保税蔵置場Ｙ）に搬入された当日から運送先保税蔵置場（保税蔵置場Ｙ）の料金

体系により蔵置料金計算を行う。 
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上記例における請求書Ｙの保管料は、保税蔵置場Ｙへの搬入日を料金計算起算日とした７日分の金額

となる。 

 

▲保税蔵置場Ｘに搬入 ▲保税蔵置場Ｘより搬出→請求書Ｘ 

保税蔵置場Ｘの 

料金体系による計算 ▲保税蔵置場Ｙに搬入 

保税蔵置場Ｙの 

料金体系による計算 

▲保税蔵置場Ｙより搬出→請求書Ｙ 

▲保税蔵置場Ｘに搬入 ▲保税蔵置場Ｘより搬出 

「輸入蔵置料金計算」 

機能を利用しない ▲保税蔵置場Ｙに搬入 

保税蔵置場Ｙの 

料金体系による計算 

▲保税蔵置場Ｙより搬出→請求書Ｙ 


